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１ 

  

福山市市民活動総合補償制度業務に係る入札公告（福山市公告第１２３号）に基づく一般競争

入札の実施については、福山市契約規則（昭和４１年規則第１３号。以下「規則」という。）その

他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

 

１ 入札公告日 

  ２０２６年（令和８年）３月２日 

 

２ 競争入札に付する事項 

（１）業務名 

福山市市民活動総合補償制度業務 

（２）履行の内容等 

別に配布する仕様書等による。 

（３）履行期間 

２０２６年（令和８年）４月１日午前０時に始まり２０２７年（令和９年）３月３１日午

後１２時に終わる。 

（４）履行場所 

   福山市ほか 

 

３ 入札参加資格 

入札に参加する資格は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１）保険業法（平成７年法律第１０５号）第２条第４項に規定する損害保険会社、同条第９項

に規定する外国損害保険会社等又は同法第２１９条に規定する特定損害保険業免許を有する

特定法人であること。 

（２）福山市内に本店、支店又は営業所若しくは保険業法の規定により登録を受けた損害保険代

理店を有する者であること。 

（３）福山市内に保険業務に精通した常勤の従業員を配置し、本業務の履行体制が組成できるこ

と。 

（４）保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率（ソルベンシー・マージン比率）が２００パ

ーセント以上あること。 

（５）仕様書の条件を満たす金融庁の認可を得た商品を有していること。 

（６）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定による入札参加制限

を受けていないこと。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は金融機関等の更生手続の特例

等に関する法律（平成８年法律第９５号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない

こと。 

（８）入札公告の日から落札決定の日までの間のいずれの日においても、営業停止処分を受けて

いないこと。 
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（９）本市に納付すべき市税の滞納がないこと。 

（10）国に納付すべき消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

（11）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

から第４号まで及び第６号の規定に該当していないこと。 

（12）次のいずれの場合にも該当していないこと。 

  ア 代表役員等又は一般役員等が、暴力団関係者であると認められるとき、又は暴力団関係

者が事業の経営に実質的に関与していると認められるとき。 

  イ 代表役員等又は一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第

三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしている

と認められるとき。 

  ウ 代表役員等又は一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又

は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して資金等を供給し、又は便

宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められる

とき。 

  エ 代表役員等又は一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係

を有していると認められるとき。 

  オ 代表役員等又は一般役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実

質的に関与していると認められ、若しくは上記エに該当することとなる法人、組合等である

ことを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

 

４  入札参加資格審査の申請手続 

（１）申請の方法 

   競争入札に参加する者で必要な資格の審査を受けようとする者は、次に掲げる書類を直接

持参により提出するものとする。 

  ア 一般競争入札参加資格審査申請書（様式１） 

  イ 保険業法第２条第４項に規定する損害保険会社、同条第９項に規定する外国損害保険会

社等又は同法第２１９条に規定する特定損害保険業免許を有する特定法人であることを証

明する書類（写しを可とする。） 

  ウ 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(ソルベンシー・マージン比率)を示す書類 

  エ 本業務に係る保険約款等の書類（担保される内容を明示したもの） 

  オ 印鑑証明書 

  カ 入札参加資格審査申請及び契約締結等の手続を契約代理店が行う場合にあっては委任状

（様式２）、および委任関係を証する書類（写しを可とする。） 

キ 福山市内で保険業務を行う従業員の名簿及びその従業員が保険業務に精通していること

のわかる取得免許証の写し 

ク 誓約書（様式３） 

ケ 福山市内で保険業務を行う契約代理店の市税の完納証明書 

コ 福山市内で保険業務を行う契約代理店の納税証明書（国に納付すべき消費税及び地方消

費税の納税証明書） 

サ その他市長が必要と認める書類 
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（２）提出部数 

   １部とする。なお、提出した資格審査申請書等は返却しない。 

（３）申請時期 

 ２０２６年（令和８年）３月２日（月）から３月２３日（月）まで（市の休日を除く。）の

午前８時３０分から午後５時までの間、随時受け付ける。 

（４）入札参加資格の審査時期 

 入札参加資格は、入札実施後に、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みを

行った者について審査を行い、落札決定を行う。なお、最低の価格をもって申込みを行った

者の入札が当該審査により無効とされた場合は、次順位者以降について入札参加資格審査を

行い、落札決定を行う。 

（５）申請書の入手先、提出先 

〒７２０－８５０１  福山市東桜町３番５号 

福山市市民局まちづくり推進部まちづくり推進課 

ＴＥＬ（０８４）９２８－１０５１（直通） 

   申請書は、福山市ホームページ（http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp）からダウンロー

ドすることができる。 

 

５ 入札書の提出手続 

（１）入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法 

  ア 交付期間 

２０２６年（令和８年）３月２日（月）から３月１８日（水）まで（市の休日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時までの間、随時交付する。 

  イ 交付場所 

    上記４（５）に同じ、又は郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律（平

成１４年法律第９９号）第２条第２項に規定する信書便（以下「信書便」という。）により

請求すること。ただし、郵便又は信書便による請求の場合は、返信用封筒及び切手を同封

すること。 

（２）入札書の提出方法及び期限 

 入札参加者又はその代理人（以下「入札参加者等」という。）は、後記６により作成した入

札書を、２０２６年（令和８年）３月２３日（月）午前１１時までに持参すること。 

 ただし、郵便又は信書便により提出する場合は、書留郵便又はこれに準ずるものによるも

のとし、２０２６年（令和８年）３月１９日（木）午後５時までに必着させること。 

（３）書留郵便等により入札書を提出する場合は、入札書を作成し、定型封筒（長形３号又は長

形４号（ＪＩＳ規格））へ入れて封印する。その封筒の表面に入札者の商号（名称）を記載し、

「２０２６年（令和８年）３月２３日開札  福山市市民活動総合補償制度業務に係る入札書

在中」と朱書すること。これを別の１つの封筒に入れて二重封筒とし、親展により提出先（後

記（４））に宛て、入札書の提出期限（前記（２）ただし書）までに必着させなければならな

い。 

 

 

http://www/
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（４）提出先 

〒７２０－８５０１ 福山市東桜町３番５号 

福山市市民局まちづくり推進部まちづくり推進課 

   TEL（０８４）９２８－１０５１（直通） 

（５）入札参加者等は、その提出した入札書の引換え、変更及び取消しをすることができない。 

（６）辞退について 

入札参加資格審査の申請を行った者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞

退することができる。この場合においては、その旨を次に掲げるところにより申し出ること。 

  ア 入札執行前にあっては、辞退届（所定の様式があるので、申し出ること。）を直接持参し、

又は郵送（入札日の前日までに到達するものに限る。）すること。 

  イ 入札執行中にあっては、辞退の旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出すること。 

 

６ 入札書の作成方法 

（１）入札書の記入は、様式６によること。 

（２）代理人が入札する場合  

代理人に入札させる場合は、入札前に委任状（様式２）を提出し、代理人の名前並びに代

理人印とすること。 

（３）入札金額 

ア 入札金額は、契約希望金額を記載すること。 

イ 入札金額の訂正は認めない。 

（４）入札参加者等は、仕様書、本入札説明書、要綱及び取扱要領を十分考慮して入札金額を見

積るものとする。仕様書等についての不知又は不明を理由として入札後に異議を申し立てる

ことはできない。 

（５）入札書に記載する金額の見積りに当たっては、本業務に伴う保険料及び事務費等必要な費

用を全て含めたうえで算出した金額を記載すること。 

 

７ 開札 

（１）開札の日時及び場所 

  ア  日時 

    ２０２６年（令和８年）３月２３日（月）午前１１時００分 

  イ  場所 

    福山市東桜町３番５号 

    福山市役所 ９階 東側多目的室 

（２）開札は、入札参加者等が出席して行うものとする。（立ち会うことができる者は、１者につ

き１名とする。）この場合において、入札参加者等が立ち会わないときは、入札執行事務に関

係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 

（３）入札室には、入札参加者等、入札執行事務に関係のある職員（以下「入札関係職員」とい

う。）及び（２）の立会職員以外の者は入室することができない。 

（４）入札参加者等は、開札の時刻後においては、入札室に入室することができない。 

（５）入札参加者等は、特にやむを得ない事情があると認められる場合を除き、入札室を退室す
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ることができない。 

（６）入札室において、次のいずれかに該当する者は、当該入札室から退室させる。 

  ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者 

  イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者 

 

８ 入札の中止等 

  本件入札に関して、天災地変があった場合又は入札参加者の談合や不穏な行動の情報があっ

た場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又

は中止することがある。この場合における損害は入札者の負担とする。 

なお、入札公告後に入札中止、訂正又は入札関係資料の修正を行う場合には、福山市のホー

ムページ（http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp）の「担当部署でさがす」→「まちづくり推

進課」→「お知らせ」に掲載するので入札前に確認すること。 

 

９ 無効とする入札 

次の入札は、無効とする。なお、再度の入札を行う場合において、当該無効の入札をした者

は、これに加わることができない。 

（１）公告及び本入札説明書に示した入札参加資格を有しない者のした入札 

（２）委任状を持参しない代理人のした入札 

（３）記名押印を欠く入札 

（４）金額を修正した入札 

（５）入札書の提出後において、金額の訂正の必要がある入札 

（６）入札公告等において示した入札書の提出場所及び提出日時に到達しなかった入札 

（７）一般競争入札参加資格審査申請書又はその添付書類に虚偽の記載をした者の入札 

（８）その他規則第 32条に該当する入札 

（９）その他入札の条件に反した入札 

 

１０ 落札候補者の決定 

（１）予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を提出した者を落札候補者と

する。 

（２） 落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引

かせ、落札候補者を決定するものとする。 

（３）（２）の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入

札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ、落札候補者を決定するもの

とする。 

（４）開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で入札書を提出した者がいない

ときは、直ちに再度又は再々度の入札を行う。この場合において、入札参加者等が立ち会っ

ていないときは、当該再度の入札には参加できないものとする。 

（５）再度の入札は２回まで（初回の入札を含めて３回まで）とする。この結果、落札候補者が

ない場合は、入札を打ち切る。 

（６）最低制限価格は設定しない。 

http://www/
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１１ 落札者の決定 

 上記４により落札候補者が入札参加資格を有すると確認された場合は、当該落札候補者を落

札者として決定する。 

 

１２ 契約書の作成 

（１) 落札者が決定したときは、本市が指定した日までに保険証券を徴取するものとする。 

（２）落札者が（１）を行わないときは、落札の決定を取り消す。また、落札決定を取り消された

ものは、入札違約金（契約予定金額の１００分の５）を支払うものとする。 

 

１３ 入札者に求められる義務 

（１）入札参加者等は、入札公告等において求められた経済上及び業務上の要件について、契約

担当職員の求めに応じ、入札参加者等の負担において完全な説明をしなければならない。 

（２）入札参加者等又は契約の相手方が本件入札及び保険証券の作成に要した費用については、

全ての入札参加者等又は契約の相手方の負担とする。 

 

１４ 入札説明書等に関する質問 

（１）本件提供に関して質疑がある場合は、様式４により文書で行うこと。照会先は次の１５の

とおり。 

（２）（１）の受付は、２０２６年（令和８年）３月２日（月）から３月１３日（金）まで（市の

休日を除く。）の午前８時３０分から午後５時までとする。 

（３）質疑に対する回答は、２０２６年（令和８年）３月２日（月）から同月１８日（水）までの

間、適宜行う。 

 

１５ 担当部署 

７２０－８５０１ 福山市東桜町３番５号 

福山市市民局まちづくり推進部まちづくり推進課 

TEL（０８４）９２８－１０５１（直通） 

電子メール machidukuri-suishin@city.fukuyama.hiroshima.jp 

 

１６ 契約手続等において使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨に限る。 

 

１７ 入札保証金及び契約保証金 

  免除する。 

 

１８ 予算成立条件 

この入札案件は、２０２６年（令和８年）３月議会で２０２６年度（令和８年度）歳入歳

出予算の議決が得られなかったときは、取り消すものとする。 

 


